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　４月１日時点で65歳である市民税・県民税の納税
義務者のうち、年額18万円以上の老齢基礎年金又は
老齢年金、退職年金等を受給している人は、10月か
ら公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税が、
年金支給の際に公的年金から特別徴収（天引き）さ
れます。
　特別徴収の対象となるのは、１月１日から市内に
引き続き住所を有し、本庄市の介護保険の特別徴収
の対象である人で、公的年金等に係る所得額に応じ
た税額となります。（６月に送付する税額決定・納
税通知書でお知らせします。）
　なお、特別徴収が始まる年度の前半（６月及び８

月）については、普通徴収（納付書又は口座振替に
よる納付）となります。
※本制度は、市民税・県民税の徴収方法を変更する
ものであり、これにより新たな税負担は生じません。

　４月１日時点で 65 歳未満の人で、給与所得と公
的年金所得があり、給与から市民税・県民税が特別
徴収されている人は、６月から給与分と公的年金分
を合算した税額が給与から特別徴収されます。
※公的年金分の市民税・県民税について、普通徴収
を希望する人は、下記へご連絡ください。
★課税課☎㉕１１２３
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65歳の人は、10月から市民税・県民税の
公的年金からの特別徴収が始まります

65歳未満の人は、公的年金に係る
市民税・県民税が、給与から特別徴収されます
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委　託　事　務　内　容　 受託者住所
名称及び代表者名 問い合わせ

本庄市インフォメーションセンター使用料収納事務
本庄市寿３丁目７番14号
（特非）まちの駅ネットワーク本庄
代表理事　阿奈　正子

商工課
☎㉕１１７４

本庄市民プラザ使用料収納事務

本庄市小島南１丁目８番４号
㈳本庄市シルバー人材センター
理事長　吉田　信解

財政課
☎㉕１１６５

本庄市勤労青少年ホーム使用料収納事務 商工課
☎㉕１１７５本庄いまい台交流センター使用料収納事務

本庄駅自転車駐車場使用料収納事務 都市計画課
☎㉕１１３６ 

中央公民館使用料収納事務 生涯学習課
☎㉒２７９８

児玉中央公民館使用料収納事務 セルディ
☎72８８５１児玉文化会館使用料収納事務

武道館使用料収納事務

体育課
☎㉕１１５２

弓道場使用料収納事務
市民体育館使用料収納事務
庭球場使用料収納事務
市民グラウンド夜間照明施設使用料収納事務
本庄総合公園体育館使用料収納事務

本庄市朝日町３丁目１番40号
㈱東庄
代表取締役　立石　三一

本庄総合公園市民球場使用料収納事務
本庄市児玉総合公園体育館使用料収納事務
小中学校体育施設使用料収納事務
庭球場使用料収納事務
本庄市児玉総合運動公園グラウンド夜間照明施設使用料収納事務

一般廃棄物（粗大ごみ）収集運搬及び処理手数料収納業務

本庄市小島２丁目６番14号
㈲関東興業
取締役　新井　和夫 環境推進課

☎㉕１１７２本庄市今井１１３０番地２
㈱第一総業
代表取締役　三浦　信一

水道料金及び下水道使用料の集金事務
幸手市緑台１丁目19番11号
㈱日本ウオーターテックス
代表取締役　増田　眞理

水道課
☎㉒２１５１

11 平成22年６月１日号

※すべて、委託日は４月１日、委託期間は４月１日から平成23年３月31日までです。
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